
人工香料や農薬等の化学物質による 

健康被害を防ぐために 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさまのご意見、現場の声を 
お聞かせください。  
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Eｍail : munakata@fnet.gr.jp 
 

〇宗像ユリックスの芝生広場等での除草剤を使用する場合は 

ユリックスの農薬散布は、年 2 回実施されています。実施の際は、敷地に看板の設置とホームページ

での告知等を行っています。市のマニュアルでは「散布場所は翌日までコーンで囲い市民が立ち入らな

いよう周知する」ことになっています。ところが、当日行ってみると、立 

て看板に「散布本日終了」と書いているだけで、コーン等の注意喚起す 

るものはなく、その場所で親子が遊んでいました。 

 

 

〇学校における香害の対応は 

 市は、給食エプロンに付着した香りなどにより、個人で準備している児童がいることは把握していま

す。対策として、学校の「保健だより」等で、保護者に香りの問題を知らせ、特に、給食エプロンの洗濯時

の注意・配慮をお願いしているということでした。また、年度の始めの保健アンケートで食物アレルギー

を含め、記述できるよう工夫して行い、実態を把握していくという回答でした。 

 

 

★ 注目の議案 ★ 

宗像市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条

例について （「地域限定保育士」の一般制度化） 

地域限定保育士は全国で勤務可能な国家資格である保育士とは異なり、該当区域内のみで保育

士として勤務可能になります。保育実習講習を受けることで、実技試験が免除されます。地域限定

保育士の登録後 3 年を経過した人のうち、地域限定保育士として一定の勤務経験（1,440 時間）

がある人は全国で働くことのできる通常の保育士の登録が受けられるようになります。 

⇒実務経験が不十分でも保育士と名乗れ、保育の質が低下する恐

れがあります。保育士不足は処遇が良くないことが大きな原因と考

えます。保育士の処遇改善や職場環境の改善が必要という意見を

つけて、市民ネットは反対しました。 

しかし、賛成多数で可決されました。 
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○香害啓発ポスターの掲示など市民への呼びかけを 

国は、香害啓発ポスター（１面掲載）を５省庁連名で作成し、市町村等に掲示を依頼しました。令和６年

の一般質問でも、市民への啓発を要望しましたが、市としては、コミセン等の公共施設や学校に依頼し、

啓発ポスターを一定期間掲示しただけでした。「香害」をなくすには、継続して市民に呼び掛けることが

大事です。今年度以降も継続して取り組むことを要望しました。 

◎登校支援員を２人増員し計４人に 

宗像市の不登校児童生徒は令和 5 年度 275 人、令和 6 年度 320 人と増えています。

行き渋りや不登校傾向の段階での児童生徒を支援し、校内教育支援センターでの支援の充

実を図るためです。 

⇒不登校の児童生徒が早い段階でエールやホープにつながったり、居場所を見つけ

られるように支援をして欲しいと要望しました。 

◎宗像版公共ライドシェア（むなりんく）の対象地区を拡大 

 岬地区、河東地区、自由ヶ丘地区、南郷地区に加え、赤間地区、 

赤間西地区、吉武地区、東郷地区でも導入されます。市民の移動 

手段の多様化と利便性の向上を図る目的です。 

 ⇒公共ライドシェア利用予約の電話をしてもつながりにくい 

との声が多いです。コールセンターの増員と、予約アプリの使い方説明会を自治会単位

で少人数を対象に開催することを要望しました。 

 

～誰もが生きやすいまちに～ 

宗像市の令和 8 年度の一般会計予算は約４5０億 2 千万円です。 

               市民ネットは意見をつけて賛成しました。 

※令和 8 年度は 4 月に市長選挙が行われたため、当初予算は骨格予算となっています。 

 

 

 

私たちの暮らしの中で、強い香りの日用品が数多く使われるようになり、その香りで頭痛やめまい、吐

き気など体調不良をおこすことが「香害」として問題となってます。 

昨年、子どもへの影響についての全国調査（幼児、小中学生約１万人対象）結果が公表され、約１０％の

子どもたちが香りで体調不良になったことがわかり、対策が求められています。そこで、宗像市の学校等

公共施設での対策を質問しました。 

一般質問 

 人工香料や農薬などによる体調不良は、個人差があります。しかし、それがきっかけで化学物質過敏

症になる人もいます。そのため、原因となる化学物質を避ける必要があります。 

市民だれもが安心して生活できる環境になるように、市に積極的に取り組むことを要望しました。 

 

 

ここに注目！ 

 「宗像市化学物質ガイドライン」では、農薬等使用する場合は、必要最 

小限にすること、事前事後の利用者への十分な周知をすることを基本 

方針としています。問題点を指摘し、特に利用者への周知の徹底を強く要望しました。 
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